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井
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則
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後
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高
齢
者
医
療
制
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に
お
け
る
終
末
期
相
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支
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導
入
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
終
末
期
相
談
支
援
料
導
入
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
の
診
療
報
酬
の
設
定
に
当
た
っ
て
、
後
期
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
医
療
が
提
供
で
き
る

よ
う
、
新
た
な
診
療
報
酬
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
社
会
保
障
審
議
会
後
期
高
齢
者
医
療
の
在
り
方
に
関
す

る
特
別
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
平
成
十
八
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
月
四
日
ま
で
、

計
十
二
回
に
わ
た
る
御
議
論
を
踏
ま
え
、
同
月
十
日
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
診
療
報
酬
体
系
の
骨
子
」
（
以
下
「
骨
子
」

と
い
う
。
）
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
（
以
下
「
中
医
協
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

骨
子
を
踏
ま
え
た
検
討
が
行
わ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
中
医
協
へ
の
諮
問
及
び
そ
の
答
申
を
経
て
、
お
尋
ね
の
後
期
高
齢

者
終
末
期
相
談
支
援
料
を
含
む
後
期
高
齢
者
医
療
の
診
療
報
酬
を
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
の
特
別
部
会
に
お
け
る
議
論
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
議
論
の
範
囲

が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
た
め
、
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
代
表
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
終
末

期
医
療
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
し
た
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
の
第
五
回
特
別
部
会
並
び
に
骨
子
を
取
り
ま
と
め
る
た
め

一



の
議
論
が
行
わ
れ
た
平
成
十
九
年
九
月
四
日
の
第
十
一
回
特
別
部
会
及
び
同
年
十
月
四
日
の
第
十
二
回
特
別
部
会
に
お
け
る

御
議
論
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
骨
子
に
お
い
て
は
、
「
患
者
が
望
み
、
か
つ
、
患
者
に
と
っ
て
最
も
よ
い
終
末
期

医
療
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
本
人
か
ら
書
面
等
で
示
さ
れ
た
終
末
期
に
希
望
す
る
診
療
内
容
等
に
つ
い
て
、
医
療
関
係
者
等
で

共
有
す
る
と
と
も
に
、
終
末
期
の
病
状
や
緊
急
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
家
族
等
に
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
診
療
報
酬
上
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
き
」
と
の
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
各
回
の
特
別
部
会
の
議
事
録
と
資
料
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


